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解説「難民等の保護に関する法律案」 
 

2021年６月７日 
認定NPO法人 難民支援協会 

 
 今国会に「難民等の保護に関する法律案（第204回参第20号）」（以下「本法案」）が
議員立法として提出されています。本法案は、現行の「出入国管理及び難民認定法」（以下
「入管法」）に含まれている難民認定に関する規定を独立させ、難民等の権利利益の保護
や国際社会の取組に寄与することを目的としたものです。 
 
 難民保護のよりどころとなる法律の制定は欠かせないものと支援をする中で感じ、長年求
めてきた立場から、当会では本法案を重要なものと考えます。以下、本法案の要点を現行制
度の問題点と照らし合わせて解説します。 
（これまでの【難民保護のあり方に関する主な提言】は文末よりご覧ください） 
 

《要約》日本の難民認定制度には多くの課題があり、難民保護に特化した法律の必要性が
国連などから指摘されています。2021年２月に国会に提出された「難民等の保護に関す
る法律案」は、難民保護を目指した法律であり、難民を受け入れる社会の基盤づくりにつ
ながるものと考えます。以下の点がポイントとしてあげられます。 
 
（１）入管から独立した、第三者委員会が難民認定を行う 
（２）国際基準と乖離していると言われてきた認定基準を改める 
（３）審査の透明性や適正性を確保する 
（４）国際規範に則り、難民条約以外で保護が必要とされる人（無国籍者含む）も保護

対象とする 
（５）難民申請者への生活支援を法律に位置付ける 
 
難民申請者の送還の可能性など一部懸念される部分はありますが、国会での活発な議論を
期待します。 
 
１．難民保護を目的とする法律制定の意義 
 
 本法案は、難民の権利を保障することや、難民問題解決のための国際社会の取組に寄与す
ることを法律の目的に掲げています（第１条）。 
 
 現行の入管法は難民保護を目的として明記しておらず（入管法第１条）、本来難民として
認められるべき人が認められず、難民や難民申請者の権利が十分に保障されない状況が続い
ています。具体的には、難民認定制度が開始された1982年以降、約８万5,000人が難民申
請を行っていますが、難民認定数は841人に留まります1。この状況に対し、国連難民高等
弁務官事務所（UNHCR）は「日本は庇護率が特に低いという点で際立っており（中略）

 
1 出入国在留管理庁「我が国における難民庇護の状況等」http://www.moj.go.jp/isa/content/001
345019.pdf 

http://www.moj.go.jp/isa/content/001345019.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t1002040202040.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001345019.pdf
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１％を切る2」「難民認定に特化した法律があればよい3」といった指摘を行ってきました。
また、2011年には包括的な庇護制度の確立を求めた国会決議4が全会一致で採択されていま
す。 
 
 難民保護を目的とした法律の制定は、これらの指摘に対応し、難民が安心して暮らすため
の社会の基盤づくりにつながるものと考えます。  
 
２．本法案で注目すべき点 
 
（１）「難民等保護委員会」の創設：難民認定プロセスの独立性・専門性の確保 
 
 本法案では、難民等の認定（第３条）やそのための調査（第28条）などを行うための機
関として、法務省の外局に難民等保護委員会を新設する（第31条）としています。同委員
会の委員は、難民保護に関する学識経験者や実務経験者などが務め（第35条）、職権行使
における独立性が定められています（第34条）。 
 
 現行制度では、難民の認定は法務大臣が行い、そのための調査は出入国在留管理庁が担っ
ています。しかし、出入国管理と難民認定は、全く異なる目的や性格をもつ業務であり、同
一機関が担うことの矛盾が、支援団体や弁護士などから指摘されています5。難民事件を扱
う弁護士による調査6では、難民認定手続きに関わる職員が、十分な知識や経験を持たない
事例が報告されました。また、出入国管理を難民保護に優先させる事例7や、難民認定が政
治的な判断から独立していないことを示唆する記述8も確認されています。加えて、UNHC
Rは「難民を専門的に扱う部局の設立9」を求め、政府の有識者会議でも、「難民認定業務
の専門性・独立性をより高めるため10」の組織のあり方に関する検討が求められています。 

 
2 UNHCR “Global Trends: Forced Displacement in 2017” https://www.unhcr.org/dach/wp-c
ontent/uploads/sites/27/2018/06/GlobalTrends2017.pdf より仮訳。  
3 西日本新聞「日本の低難民認定率に懸念」https://www.nishinippon.co.jp/item/o/539336/  
4 第179回国会衆議院決議第２号（2011年11月17日）、参議院決議第１号（2011年11月21日） 
5 難民支援協会「難民支援協会が考える難民保護のあり方」https://www.refugee.or.jp/assets/po
stfile/library/postfile/2003_05.pdf、日本弁護士連合会「難民認定制度及び難民認定申請者等の地
位に関する提言」https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion
_140221_2.pdf など。 
6 全国難民弁護団連絡会議「難民調査官の資質、技能、知識や態度が問題となった事例」https://not
e.com/api/v2/attachments/download/3aa7463d8fa70bb00658f310f9d96542 
7 難民研究フォーラム「「名古屋チャーター便送還事件」の概要」https://refugeestudies.jp/202
1/06/deportation-nagoya-highcourt/ 
8 全国難民弁護団連絡会議「日本の難民認定の問題に関する資料」http://www.jlnr.jp/jlnr/?page_id
=4009 内「外交的な配慮」。また、難民条約加入時の国会審議で、政府委員は「亡命事案の取り扱
いにつきましては（中略）人権の尊重とわが国の利益との調和を考慮の上対処してきたところござい
ますが、この方針は、わが国が難民条約を締結しても変える必要はないと考えております」と延べて
いる（「第94回国会参議院法務委員会会議録第11号」大鷹政府委員による発言）。 
9 UNHCR「日本と世界における難民・国内避難民・無国籍者に関する問題について（日本への提
案）：更新版」https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/Points_for_
Consideration_JAPANESE_May_2017.pdf 
10 第７次出入国管理政策懇談会 報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」 

https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2018/06/GlobalTrends2017.pdf
https://www.nishinippon.co.jp/item/o/539336/
https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/2003_05.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140221_2.pdf
https://note.com/api/v2/attachments/download/3aa7463d8fa70bb00658f310f9d96542
https://refugeestudies.jp/2021/06/deportation-nagoya-highcourt/
http://www.jlnr.jp/jlnr/?page_id=4009
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/Points_for_Consideration_JAPANESE_May_2017.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2018/06/GlobalTrends2017.pdf
https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/2003_05.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140221_2.pdf
https://note.com/api/v2/attachments/download/3aa7463d8fa70bb00658f310f9d96542
https://refugeestudies.jp/2021/06/deportation-nagoya-highcourt/
http://www.jlnr.jp/jlnr/?page_id=4009
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/Points_for_Consideration_JAPANESE_May_2017.pdf


3

独立した組織の創設および専門性をもつ委員による判断により、難民保護の理念に沿った
適切な判断が行われることが期待されます。

（２）難民等認定基準の策定：国際基準に沿った透明性ある難民認定の実現

本法案では、難民条約が定める難民や、補完的保護対象者（後述）、無国籍者を保護する
こととし（第２条）、その認定の際の基準を、UNHCRなどの見解を踏まえて作成・公開す
るとしています（第５条）。また、難民等の認定をしない場合は、その理由を書面で通知す
ることを明示しています（第３条第４項）。

UNHCRは、難民条約の規定の適用を監督する責務をもち11、難民の定義に関して、様々
な見解を示しています。例えば、1979年に作成された「難民認定基準ハンドブック12」
は、難民条約における難民の定義や手続き要件について、包括的な解釈を行い、多くの国の
難民認定手続きで活用されています。また、女性の権利や性的マイノリティといった、難民
条約起草時には想定されていなかった迫害の背景について、時代の変化に応じた解釈を示し
てきました13。

しかし、現行の難民認定制度においては、こうした国際基準に沿った審査が行われている
とは言えません。例えば、難民の定義の一要素である「迫害」について、「難民認定基準ハ
ンドブック」が定める、重大な人権侵害や累積する差別といった要素は含まない解釈をして
います14。また、迫害主体から特定（個別把握）されていることが、迫害を受ける「おそ
れ」の条件であるかのように考えられていますが、これは難民条約の趣旨に合わない誤った
解釈です15。

そもそも、政府は難民認定に関する基準を公開しておらず、どのような解釈を行っている
か、裁判での国の主張などから断片的にしか知ることができません。また、難民申請者本人
に対してであっても、認定・不認定の理由は十分に示されません。国際基準に沿った認定基
準の策定・公開により、保護対象の適正化や透明性・客観性の確保が期待されます。

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334958.pdf
11 「国際連合難民高等弁務官事務所規程」８（ａ）https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploa 
ds/sites/34/2018/03/statute_j.pdf
12 UNHCR「難民認定基準ハンドブック」https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/ 
34/protect/HB_web.pdf
13 UNHCR「国際的保護に関するガイドライン１」（ジェンダー）（2002年）、「国際的保護に関
するガイドライン２」（特定の社会的集団の構成員であること）（2002年）、「国際的保護に関す
るガイドライン９」（性的指向および／またはジェンダー・アイデンティティ）（2012年）など。 
14 UNHCRによる「迫害」解釈は、前掲注12パラグラフ51-53参照。日本政府による解釈は、東京
地判1989年７月５日、東京地判2020年３月10日など参照。
15 UNHCRによる「迫害を受けるおそれ」の解釈は、前掲注12パラグラフ43参照。日本政府による
解釈は、東京地判2019年９月17日など。

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334958.pdf
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/statute_j.pdf
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/HB_web.pdf
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/HB_web.pdf
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2018/03/statute_j.pdf
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（３）難民認定手続きの改善：公平性・透明性が担保された難民認定手続きの実現

本法案では、難民認定の判断にあたり、公正・中立な調査を行い、申請者の心理的な負担
が過重なものにならないよう配慮する（第28条第２項）としています。また、調査官との
面接について、代理人の参加（第28条第４項）や、UNHCRの職員の立ち会い（第28条第
５項）を認め、録音・録画を行わなければならないとしています（第28条第６項）。

現行の難民認定制度では、一次審査の面接において、代理人の同席は認められておらず、
録音・録画も実施されていません16。弁護士による調査17では、職員による不適切な言動が
多数報告されています。過去には入管職員がある難民申請者の出身国に行き、申請者に関す
る情報を当局に提供するという、公正・中立に反する調査が行われた事例18もあります。

本法案には、標準処理期間の設定（第29条）や、審査の進行状況等に関する申請者への
情報提供（第30条）に関する規定も設けられています。難民認定手続きの具体的な方法を
法律で定めることにより、公平性や透明性の担保、難民申請者に寄り添った審査の実施が期
待されます。

（４）補完的保護（難民条約以外の国際条約に基づく保護）の創設：国際規範に則った適
切な保護の実現

本法案では、難民条約が定める難民に加えて、補完的保護対象者および無国籍者を保護対
象としています（第２条）。このうち、補完的保護については、拷問等禁止条約や自由権規
約といった国際人権法に基づく保護や、戦争・内乱からの保護が含まれるとしています（第
２条第１項第４号）。

補完的保護とは、難民条約上の難民には該当しないが国際的な保護を必要とする者を保護
する制度です。特に、拷問等禁止条約や自由権規約といった国際人権法が禁止する取扱い
や、紛争や無差別暴力を受けるおそれがある者を保護する枠組みとして、各国で導入されて
います19。

現行の入管法には、難民とは認定されなかったものの、人道的な配慮を理由に在留を認め
る仕組みがありますが、法務大臣による裁量的な決定であり、保護対象は明確にされていま

16 難民研究フォーラム「難民認定申請者に対する面接の実施方法について」
https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/a118ace48df2f99d28b5d852
ecc7f4a9.pdf が示す通り、各国では面接における代理人の同席や録音・録画が認められている。
17 関東弁護士連合会「難民認定手続の運用に関する調査報告書」http://www.kanto-ba.org/declar
ation/pdf/h27a6.pdf
18 日本弁護士連合会は、この件について「申立人らの秘密保持権を侵害し、申立人及びその家族等の
生命・身体等の安全・自由を侵害するおそれを生じさせた」とし、法務大臣に対して警告を行ってい
る。日本弁護士連合会「警告書」https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/dat
a/051226.pdf より。
19 難民研究フォーラム「補完的保護に関する国際社会の取り組み」https://refugeestudies.jp/202
1/06/research_complementary-protection/

https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/a118ace48df2f99d28b5d852ecc7f4a9.pdf
http://www.kanto-ba.org/declaration/pdf/h27a6.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/051226.pdf
https://refugeestudies.jp/2021/06/research_complementary-protection/
https://refugeestudies.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/a118ace48df2f99d28b5d852ecc7f4a9.pdf
http://www.kanto-ba.org/declaration/pdf/h27a6.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/051226.pdf
https://refugeestudies.jp/2021/06/research_complementary-protection/
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せん。また、国際人権法に則った保護を行う制度として位置付けられていません。本法案に
おける補完的保護は、2014年の政府の有識者会議による提言20に沿ったものであり、国際
規範に則った保護の実現が期待されます。

（５）難民申請者の生活保障・法的地位の改善：難民申請者が安心して生きるための制度
の実現

本法案では、難民や難民申請者への生活支援に関して、国が責任をもって施策を策定・実
施し、法制・財政上の措置を講ずる（第52条）としています。また、在留資格を持たない
難民申請者の滞在を仮に認める制度（仮滞在許可制度、入管法第61条の２の４）につい
て、不許可とされる事由を一部削除（第17条）しています。

現行の入管法には、難民申請者への生活支援に関する規定がありません。外務省が所管す
る「難民認定申請者保護事業」（保護費）を利用することができますが、法的根拠はなく、
対象は限定されており21、平均約４年４カ月22にわたる審査期間中の最低限の生活を保障す
るのに十分な内容とはいえません（生活費1,600円／日、住居費単身４万円／月、医療費実
費）。また、2009年には予算不足を理由に、受給者の約半数が保護費を打ち切られる事態
も発生しており23、難民申請者の生活が保障されているとはいえない状況です。

本法案は、難民と難民申請者を一括して生活支援の対象として明確に定めており、「難民
は滞在国やUNHCRによる難民認定の効力によって難民となるのではなく、その者が難民で
あるから難民と認定される24」という難民認定の基本的な理解に沿った内容と言えます。こ
れらの規定により、難民申請者が審査結果を待っている間、困窮に陥ることのない仕組みが
法的に保障されると考えます。

また、現行の難民認定制度では、仮滞在許可制度が十分に活用されておらず25、難民申請
者が入管収容施設で「第二の迫害」ともいえる状況を経験したり、仮放免という自由や権利
を制約された状態におかれる要因の一つとなっています。本法案では、現行制度の仮滞在不
許可事由のうち、最も多く適用されてきた「上陸日等から６月経過後の申請であることが明
らかであるとき」や、基準が曖昧かつ難民該当性との関連が不明確な「逃亡するおそれがあ

20 第６次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会「難民認定制度の見直しの方向性に
関する検討結果（報告）」http://www.moj.go.jp/content/001130133.pdf
21 難民事業本部「難民認定申請者に対する支援（案内） 」https://www.rhq.gr.jp/wp-content/upl
oads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8
B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8
F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E
8%AA%9E%E7%89%88.pdf
22 出入国在留管理庁「令和２年における難民認定者数等について」http://www.moj.go.jp/isa/cont
ent/001345018.pdf
23 難民支援協会「難民支援協会と、日本の難民の10年：第5回 難民「保護費切り」と緊急キャンペ
ーン：市民が動かす社会」https://www.refugee.or.jp/10th/10th5/
24 UNHCR「難民認定」https://www.unhcr.org/jp/rsd
25 2020年に許否が判断された440人のうち、許可されたのは15人のみ。前掲注22より。

http://www.moj.go.jp/content/001130133.pdf
https://www.rhq.gr.jp/wp-content/uploads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001345018.pdf
https://www.refugee.or.jp/10th/10th5/
https://www.unhcr.org/jp/rsd
https://www.rhq.gr.jp/wp-content/uploads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
https://www.rhq.gr.jp/wp-content/uploads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
https://www.rhq.gr.jp/wp-content/uploads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
https://www.rhq.gr.jp/wp-content/uploads/2020%E9%9B%A3%E6%B0%91%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%88%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001345018.pdf


6 

ると疑うに足りる相当の理由があるとき」を削除しており、在留資格を持たない難民申請者
の法的地位を安定化させるという、制度本来の目的に沿った運用が期待されます。 
 
３．本法案で懸念される点：難民申請者の送還の可能性 
 
 本法案では、難民申請者の一部に関して、送還を可能にする規定が設けられています。難
民や難民申請者の送還を禁止する規定（ノン・ルフールマン原則26）は、難民保護の理念の
根幹をなす原則であり、現行の入管法においてその例外は認められていません（入管法第6
1条の２の６第３項）。しかし、本法案では、在留資格をもたない難民申請者について、原
則送還を停止しつつ、その例外として、大きく分けて２つのグループを定めており（第20
条第３項）、それぞれ下記の点が懸念されます。 
 
 第一に、入管法が定める退去強制事由の一部（入管法第24条第３号の２、第３号の３）
に該当する者について、難民申請回数に関係なく、送還停止効の例外としています。しか
し、UNHCRは、初めて難民申請を行った者の送還停止効の解除について、「とりわけ深刻
に懸念される27」と述べています。難民条約はノン・ルフールマン原則の例外を一部認めて
いますが28、その適用は「制限的」かつ「相当の理由に基づいて（中略）証拠によって裏付
けられなければならない29」とされています。しかし、本法案には、例外規定の適用に関す
る審査や、不服の申立てに関する規定はありません。また、退去強制事由への該当性を理由
に難民保護の根幹をなす原則を侵害することは、出入国管理と難民認定の独立性を目指す本
法案の趣旨に反するものであり、見直されるべきと考えます。 
 
 第二に、複数回申請者について、仮滞在が許可されず、同一の事情に基づく申請であると
難民等保護委員会が認めた者について、送還停止効の例外としています。しかし、「同一の
事情に基づく申請」との判断に関して、UNHCRが求める不服申立てやその間の送還停止と
いった「効果的な救済措置30」は設けられていません。万が一誤った判断により難民申請者
が危険な国に送還されることがないよう、「効果的な救済」に関する規定を明文化するとい
った対応が求められます。 
 

 
26 難民条約第33条第1項「締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは
特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は事由が脅威にさらされる
おそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない」。その他、自由権規約や拷問等禁止条約
などにより、ノン・ルフールマン原則が定められている。 
27 UNHCR「第７次出入国管理政策懇談会「収容・送還に関する専門部会」（専門部会）の提言に基
づき第204回国会（2021年）に提出された出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に関
するUNHCRの見解」https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2021/04/202
10409-UNHCR-Comments-on-ICRRA-Bill-Japanese.pdf より。この見解は本法案に対するもの
ではないが、送還停止効などに関するUNHCRの一般的な解釈を示しており、本法案を評価する上で
も参照されるべきと考える。 
28 難民条約第33条第２項「締約国にいる難民であって、当該締約国の安全にとって危険であると認
めるに足りる相当な理由がある者または特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し当該締約国の社
会にとって危険な存在となった者は、1の規定による利益の享受を要求することができない」 
29 前掲注27。 
30 前掲注27。 

https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2021/04/20210409-UNHCR-Comments-on-ICRRA-Bill-Japanese.pdf
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2021/04/20210409-UNHCR-Comments-on-ICRRA-Bill-Japanese.pdf
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４．最後に 
 
 本法案と合わせて提出された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案（第2
04回参第21号）」には、収容期間の上限や、収容に関する司法審査の導入など、難民申請
者を含む、外国人の権利保障の観点から注目すべき規定が含まれてます。 
 
 日本が難民条約に加入してから40年が経ちますが、難民を受け入れ、ともに生きる社会
の実現は道半ばです。本法案に関する国会での活発な議論、そして、難民保護のよりどころ
になる法制度の確立を求めます。 
 
 
【難民保護のあり方に関する主な提言】 
 
- 難民支援協会「難民支援協会が考える難民保護のあり方」（2003年５月）https://
www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/2003_05.pdf 

- 全国難民弁護団連絡会議、難民支援協会「難民認定及び支援に関する要望書」（20
09年10月）https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/10poin
tsproposal091013.pdf 

- なんみんフォーラム「なんみんフォーラムからの新難民保護法に向けた提言」（20
13年６月）https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2013/06/post_35-3/ 

 
 その他、各年の難民認定者数等の発表に関するコメント、出入国（在留）管理基本計画に
関するコメント、「収容・送還に関する専門部会」報告書に関するコメント、入管法改正案
に関する声明等を参照（https://www.refugee.or.jp/report/refugee/）。 
 

以上 

https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/2003_05.pdf
https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/2003_05.pdf
https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/10pointsproposal091013.pdf
https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2013/06/post_35-3/
https://www.refugee.or.jp/report/refugee/
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t1002040212040.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t1002040212040.pdf
https://www.refugee.or.jp/assets/postfile/library/postfile/10pointsproposal091013.pdf



